














学
年
暦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

① ① ① ① ① ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ④

① ① ① ① ① ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④

① ① ① ① ① ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④

①
・
②

①
・
②

①
・
②

①
・
②

①
・
②

③
・
④

③
・
④

③
・
④

⑤
・
⑥

③
・
④

水
⑤・
⑥

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

4　
　
　
月

1年

入
学
式

2～
4年
：
授
業
開
始

1年
：
授
業
開
始

憲
法
記
念
日

み
ど
り
の
日

こ
ど
も
の
日

振
替
休
日

昭
和
の
日

履
修
登
録
取
消
締
切

４
年
：
水
曜
授
業

学
友
会
主
催
新
入
生
歓
迎
会

創
立
記
念
式
典
(1年
出
席
:曰
佐
)

創
立
記
念
日

ミッ
ショ
ン
ウ
ィ
ー
ク（
春
）

夏
季
公
開
講
座
_仮

1年
：デ
ート
D
V
防
止
講
座

1年
：
交
通
安
全
指
導

後
援
会
総
会

新
年
度
オ
リ
エ
ン
テ
ー
ショ
ン

（
健
康
診
断
含
む
）

※
自
転
車
マ
ナ
ー
週
間

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

④ ⑤ ⑤ ④ ④ ④ ⑥ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑦ ⑦ ⑥ ⑥ ⑥ ⑧ ⑧

④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑤ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑥ ⑧ ⑧

④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑤ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑥ ⑧ ⑧

③
・
④

⑤
・
⑥

⑤
・
⑥

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

5　
　
　
月

1年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

⑦ ⑦ ⑦ ⑨ ⑨ ⑧ ⑧ ⑧ ⑩ ⑩ ⑨ ⑨ ⑨ ⑪ ⑪ ⑩ ⑩ ⑩ ⑫ ⑫ ⑪ ⑪

⑧ ⑧ ⑦ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑧ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑨ ⑪ ⑪

⑧ ⑧ ⑦ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑧ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑨ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑩ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫

⑦
・
⑧

⑤
・
⑥

⑦
・
⑧

⑦
・
⑧

⑦
・
⑧

⑨
・
⑩

⑦
・
⑧

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

6　
　
　
月

1年

※
学
長
・
副
学
長
・
学
部
長
・
学
生
部
長
と
学
友
会
の
懇
談
会

※
2年
生
対
象
：「
基
礎
看
護
学
実
習Ⅰ
」実
習
前
礼
拝

A
M
③
・
④

施
設
等
説
明
会

新
年
度
ｵﾘ
ｴﾝ

ﾃｰ
ｼｮ
ﾝ

（
健
康
診
断
含
む
）

入
学
式

新
年
度

ｵﾘ
ｴﾝ
ﾃｰ
ｼｮ
ﾝ

創
立
記
念
式
典

出
席

看
護
学
総
合
実
習

小
論
対
策
講
座

面
接
対
策
講
座



学
年
暦

試
験
予
備
日

4年
：
再
試
対
象
者
発
表
・
手
続

1・
3年
：
追
試
験
許
可
発
表
・
手
続

2年
：
追
試
願
提
出
締
切

1・
3年
：
再
試
対
象
者
発
表
・
手
続

2年
：
追
試
手
続
き
締
切

2年
：
再
試
対
象
者
発
表
・
手
続

2年
：
追
試
験
許
可
発
表
・
手
続

13
5周
年
全
学
院
修
養
会

試
験
予
備
日

試
験
予
備
日

追
再
試
験

試
験
予
備
日

追
再
試
験

追
再
試
験

追
再
試
験

集
中
講
義

臨
地
実
習

ｵﾘ
ｴﾝ
ﾃｰ
ｼｮ
ﾝ

ﾋｭ
ｰﾏ
ﾝｹ
ｱﾘ
ﾝｸ
ﾞ

論
Ⅲ
発
表
会

ｽﾃ
ｭｰ
ﾃﾞ
ﾝﾄ
ﾅｰ
ｽ

認
証
式

1・
3年
：
追
試
手
続
締
切

4年
：
再
試
手
続
締
切

※
1年
生
：
7月
第
1週
ま
で
に
、月
～
水
　
各
１
回
の
授
業
を
振
り
分
け
て
実
施
す
る
。

※
3年
生
：
7月
第
1週
ま
で
に
、水
曜
日１
回
の
授
業
を
振
り
分
け
て
実
施
す
る
。

※
2年
生
：
7月
第
2週
ま
で
に
、月
・
火
・
木
・
金
　
各
１
回
、水
２
回
の
授
業
を
振
り
分
け
て
実
施
す
る
。

※
4年
生
：
7月
第
2週
ま
で
に
、火
曜
日２
回
の
授
業
を
振
り
分
け
て
実
施
す
る
。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

⑪ ⑬ ⑬ ⑫ ⑫ ⑫ ⑭ ⑭ ⑬ ⑬ ⑬ ⑮ ⑮ ⑭ ⑭ ⑭

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

⑪ ⑪ ⑩ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑪ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ ⑫ ⑭ ⑭ ⑬ ⑭ ⑭

⑪ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ ⑫ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑬ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑭

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

⑨
・
⑩

⑨
・
⑩

⑨
・
⑩

⑪
・
⑫

⑨
・
⑩

⑪
・
⑫

⑪
・
⑫

⑪
・
⑫

⑬
・
⑭

⑪
・
⑫

⑬
・
⑭

⑬
・
⑭

⑬
・
⑭

【
⑮
】

【
⑮
】

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

7　
　
　
月

1年

4年
：
追
試
願
提
出
締
切

4年
：追
試
験
許
可
発
表・
手
続

4年
：
追
試
手
続
締
切

海
の
日

山
の
日

ス
ポ
ー
ツ
の
日

※
1年
生
対
象
：
護
身
術
講
座

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

8　
　
　
月

1年

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

1・
3年
：
追
試
願
提
出
締
切

1・
3年
：
再
試
手
続
締
切

大
学
閉
館
(休
業
)

2年
：
再
試
手
続
締
切

ｽﾃ
ｭｰ
ﾃﾞ
ﾝﾄ
ﾅｰ
ｽ認
証
式

3年
：
臨
地
実
習
開
始

後
期
授
業
開
始
/月
曜
授
業
日

4年
：第
1回
国
試
手
続（
説
明
）

成
績
通
知
書
発
送・
W
eb
配
信

敬
老
の
日

秋
分
の
日

3年
：臨
地
実
習
許
可
者
発
表

※
２
年
生
対
象
：
病
理
解
剖
見
学
 

※
４
年
生
対
象
：
国
家
試
験
対
策
集
中
講
義

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月
① ① ① ② ① ①

月
① ① ① ② ① ①

月
① ① ① ② ① ①

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

9　
　
　
月

1年



学
年
暦

メ
サ
イ
ア
コ
ン
サ
ート

＊
1年
出
席
：
未
定

4年
：
再
試
対
象
者
発
表
・
手
続

3年
：
卒
研
等
各
種
オ
リ・
国
家
模
試
等

文
化
の
日

勤
労
感
謝
の
日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

② ② ③ ② ② ③ ③ ④ ③ ③ ④ ④ ⑤ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥

② ② ③ ② ② ③ ③ ④ ③ ③ ④ ④ ⑤ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥

② ② ③ ② ② ③ ③ ④ ③ ③ ④ ④ ⑤ ④ ④
⑤
・
⑥
⑤ ⑥ ⑤
⑤
・
⑥

⑦
・
⑧
⑥

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

10
　
　
　
月

1年
履
修
取
消
締
切

学
友
会
主
催
スポ
ーツ
＆
BB
Q大
会

4年
：第
2回
国
試
手
続（
説
明
）

※
自
転
車
マ
ナ
ー
週
間

※
防
災
訓
練

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

⑦ 火
⑥

金
⑦ ⑧ ⑦ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑧ ⑦ ⑧ ⑨ ⑨ ⑧ 月
⑩ ⑩ ⑪

⑦ 火
⑥

金
⑦ ⑧ ⑦ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑧ ⑦ ⑧ ⑨ ⑨ ⑧ 月
⑩ ⑩ ⑪

⑦ 火
⑥

金
⑦ ⑧

⑦
・
⑧

⑦
・
⑧

⑨
・
⑩
⑧

⑨
・
⑩

⑨
・
⑩

⑨
・
⑩

⑪
・
⑫

⑨
・
⑩

⑪
・
⑫

⑪
・
⑫

月
⑪・
⑫

⑪
・
⑫

⑬
・
⑭

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

11
　
　
　
月

1年

火
曜
授
業
日

金
曜
授
業
日

学
祭
準
備
日・
献
血

学
祭
・
後
援
会
秋
季
懇
談
会

学
　
　
　
祭

月
曜
授
業
日

クリ
ス
マ
ス
ツリ
ー
点
灯

1年
：
肉
眼
解
剖
見
学（
午
後
）

4年
：第
3回
国
試
手
続（
作
業
）

※
看
護
師
・
保
健
師
国
家
試
験
願
書
等
受
付

※
２
年
生
対
象
：
保
健
師
選
択
コ
ー
ス
説
明
会

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

⑩ ⑨ ⑨ ⑪ ⑫ ⑪ ⑩ ⑩ ⑫ ⑬ ⑫ ⑪ ⑪ ⑬ ⑭ ⑬ ⑫ ⑫

⑩ ⑨ ⑨ ⑪ ⑫ ⑪ ⑩ ⑩ ⑫ ⑬ ⑫ ⑪ ⑪ ⑬ ⑭ ⑬ ⑫ ⑫

⑬
・
⑭

⑬
・
⑭

⑬
・
⑭

⑬
・
⑭

【
⑮
】

【
⑮
】

【
⑮
】

【
⑮
】

【
⑮
】

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

12
　
　
　
月

1年

大
学
閉
館（
休
業
）

大
学
閉
館（
休
業
）

降
　
誕
　
祭

4年
：
再
試
手
続
締
切

クリ
ス
マ
ス
礼
拝（
2限
目
）

4年
：
追
試
許
可
発
表
・
手
続

4年
：
追
試
手
続
き
締
切

4年
：
成
績
提
出
締
切

4年
：
追
試
手
続
締
切

※
２
年
生
対
象
：
保
健
師
選
択
コ
ー
ス
申
請
期
間

ミッ
ショ
ン
ウ
ィ
ー
ク（
秋
）

学
祭
準
備

学
祭
準
備

古
賀
市
健
康
福
祉
ま
つ
り

秋
季
公
開
講
座
_
仮



学
年
暦

建
国
記
念
の
日

元
日

成
人
の
日

天
皇
誕
生
日

春
分
の
日

1年
：
再
試
対
象
者
発
表
・
手
続

2年
：
再
試
対
象
者
発
表

2年
：
再
試
手
続
締
切

2年
：
保
健
師
選
抜
試
験

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

⑬ ⑬ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮
【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

⑬ ⑬ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮
【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

【
⑯
】

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

1　
　
　
月

1年

4年
：
成
績
W
eb
配
信

授
業
再
開

※
1,2
,4年
生
対
象
：
国
試
対
策
模
試

※
2年
生
対
象
：「
基
礎
看
護
過
程
実
習
Ⅱ（
看
護
過
程
実
習
）」
オ
リ
エ
ン
テ
ー
ショ
ン

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

2　
　
　
月

1年
一
般
前
期
入
試

1・
2年
：
追
試
願
提
出
締
切

1・
2年
：追
試
験
許
可
発
表・
手
続

1・
2年
：
追
試
手
続
締
切

1年
：
再
試
手
続
締
切

4年
：
卒
業
許
可
者
発
表

2年
：
再
試
手
続

※
第
10
7回
保
健
師
・
第
11
0回
看
護
師
国
家
試
験

　（
20
19
年
度
：
保
健
師
/2
月
14
日（
金
）　
看
護
師
/2
月
16
日（
日
））

※
4年
生
対
象
：
国
家
試
験
受
験
前
礼
拝

※
4年
生
対
象
：
国
家
試
験
自
己
採
点
・
免
許
申
請
説
明
会

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

日
曜

2年
3年

4年
行
　
　
事

3　
　
　
月

1年
4年
：
成
績
通
知
書
発
送

卒
業
式
・
卒
業
パ
ー
テ
ィ
ー

1･
2年
：
成
績
W
eb
配
信

1･
2年
：
成
績
通
知
書
発
送

3年
：
成
績
W
eb
配
信

3年
：
成
績
通
知
書
発
送

4年
：
式
練
習

4年
：
卒
業
礼
拝
・
式
練
習

第
10
回
卒
業
式

※
学
長
・
学
部
長
・
学
生
部
長
と
学
友
会
の
懇
談
会

※
2年
生
対
象
：
保
健
師
選
択
コ
ー
ス
選
考
、発
表
　

※
1年
生
対
象
：
多
言
語
医
療
支
援
コ
ー
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・各種手数料等の納入に関すること

【その他】
・施設の利用に関すること

・各種証明書等の申込みに関すること





・
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前年度の年度GPA

3.00以上

2.50以上3.00未満

2.50未満

履修登録上限単位数

54単位

52単位

50単位





（2019年度以降の入学生）

　2 年次から開講される各実習科目ならびに一部の講義科目を履修するためには、下記の履修要件を満たさな
ければなりません。
1）「基礎看護学実習Ⅰ（コミュニケーション実習）」（2年次前期実施予定）
「看護学概論」、「基礎看護学方法論Ⅰ（生活援助技術）」、「基礎看護学方法論Ⅱ（診療補助技術）」、およ
び「ヒューマンケアリング論Ⅰ（基礎）」の単位をすべて修得していること。

2）「基礎看護学実習Ⅱ（看護過程実習）」（2年次後期実施予定）
下記のa）b）両方の条件を満たしておくこと。

　a）「基礎看護学実習Ⅰ（コミュニケーション実習）」、「看護過程Ⅰ（看護過程の基本）」および「フィジカルアセ
スメント」の単位を修得していること。

　b）「看護過程Ⅱ（応用）」および「ヒューマンケアリング論Ⅱ（応用）」において、〔未履修登録の科目〕または
〔F評価となった科目〕がないこと。
3）臨地実習（3年次後期）
1 年次から3 年次前期までに開講される【専門基礎分野】【専門分野Ⅰ】および【専門分野Ⅱ】においてす
べての必修科目の単位を修得していること。

4）「看護学総合実習」（4年次前期）
3年次後期に開講される実習科目において、すべての単位を修得していること。ただし、別途定めた条件（※）
により、不合格となった実習科目が原則 1科目の場合は、その限りではない。

5）「公衆衛生看護学実習」（4年次後期）※保健師コース履修者のみ
3 年次後期に開講される実習科目において、すべての単位を修得していること。

6）「ヒューマンケアリング論Ⅱ（応用）」（２年次後期）
「基礎看護学実習Ⅰ（コミュニケーション実習）」の単位を修得していること。
7）「ヒューマンケアリング論Ⅲ（統合）」（4年次前期）
「看護学総合実習」を履修登録していること。
8）「看護過程Ⅱ（応用）」（2年次後期）
「看護過程Ⅰ（看護過程の基本）」の単位を修得していること。

　2 年次から開講される各実習科目ならびに一部の講義科目を履修するためには、下記の履修要件を満たさな
ければなりません。
1）「基礎看護学実習Ⅰ（コミュニケーション実習）」（2年次前期実施予定）
「看護学概論」、「基礎看護学方法論Ⅰ（生活援助技術）」、「基礎看護学方法論Ⅱ（診療補助技術）」、
および「ヒューマンケアリング論Ⅰ（基礎）」の単位をすべて修得していること。

2）「基礎看護学実習Ⅱ（看護過程実習）」（2年次後期実施予定）
下記のa）b）両方の条件を満たしておくこと。

　a）「基礎看護学実習Ⅰ（コミュニケーション実習）」、「看護過程Ⅰ（看護過程の基本）」および「フィジカルアセ
スメント」の単位を修得していること。

　b）「看護過程Ⅱ（応用）」および「ヒューマンケアリング論Ⅱ（応用）」において、〔未履修登録の科目〕または
〔F評価となった科目〕がないこと。
3）臨地実習（3年次後期）
1年次から3年次前期までに開講される【専門基礎分野】【専門分野Ⅰ】および【専門分野Ⅱ】において
すべての必修科目の単位を修得していること。

※　４）に関する申し合わせ事項：
　　次の 1・2 の条件により不合格となった実習科目が原則 1 科目の場合は、4 年次の「看護学総合実習」
　　の履修を認める。
１. 感染症（疑い含む）や自然災害、忌引きや施設側の事情による実習中止で実習不合格となった場合
２. 実習施設が確保できない等の理由で、当該年度に補習実習が実施できなかった場合



　2 年次から開講される各実習科目ならびに一部の講義科目を履修するためには、下記の履修要件を満たさな
ければなりません。
1）基礎看護学実習（2年次前期実施予定）
「看護学概論」「基礎看護学方法論Ⅰ」「基礎看護学方法論Ⅱ」において〔未履修登録の科目〕または、
〔F評価となった科目〕がないこと。
2）看護過程実習（2年次後期実施予定）　※a）b）両方の条件を満たしておくこと。
　a）「基礎看護学実習」の単位を修得していること。
　b）「看護過程」を履修し、履修規定第 10 条第 3項に定める試験の受験資格を有しておくこと。
3）臨地実習（3年次後期～4年次前期）　※a）b）c）すべての条件を満たしておくこと。
　a）「基礎看護学実習」「看護過程実習」の単位を修得していること。
　b）1～3年次前期までの必修科目において、不合格科目が 3科目以内であること。
　c）「専門基礎分野」、「専門分野Ⅰ」「専門分野Ⅱ」および「統合分野」の小区分において不合格科目が 1
科目以内であること。

4）看護学総合実習（4年次前期）
3年次後期に開講される実習科目のうち、不合格科目（D評価・F評価）が 1科目以内であること。

5）「ヒューマンケアリング論Ⅱ」（２年後期）
「基礎看護学実習」の単位を修得していること。

　2 年次から開講される各実習を履修するためには、先行して履修すべき科目の単位を修得し、かつ、各実習
におけるオリエンテーションに出席しなければなりません。
1）基礎看護学実習（2年次前期実施予定）
「看護学概論」「基礎看護学方法論Ⅰ」「基礎看護学方法論Ⅱ」の単位を修得済みであること。
2）看護過程実習（2年次後期実施予定）
「基礎看護学実習」の単位を修得し、かつ「看護過程」を履修し、履修規程第 10 条第 3 項に定める試
験の受験資格を有しておくこと。

3）臨地実習（3年次後期～4年次前期）　※a）b）の両方を満たしておくこと。
　a）「基礎看護学実習」「看護過程実習」の単位を修得済みである。
　b）1～3 年次前期に修得すべき必修科目のうち、不合格科目が 3 科目以内であること。但し、全体の不合
格科目数が 3 科目以内であっても、専門基礎分野、専門分野Ⅰ・Ⅱおよび統合分野の小区分において不合
格科目が 2科目以上ある場合は、臨地実習を受講することはできない。

4）看護学総合実習（4年次前期）
3年次後期に開講される実習科目のうち、不合格科目（D評価・F評価）が 1科目以内であること。

4）「看護学総合実習」（4年次前期）
3 年次後期に開講される実習科目において、すべての単位を修得していること。ただし、別途定めた条件※
により、不合格となった実習科目が原則 1科目の場合は、その限りではない。

5）「ヒューマンケアリング論Ⅲ（統合）」（4年次前期）
「看護学総合実習」を履修登録していること。
6）「看護過程Ⅱ（応用）」（2年次後期）
「看護過程Ⅰ（看護過程の基本）」の単位を修得していること。

※　４）に関する申し合わせ事項：
　　次の 1・2 の条件により不合格となった実習科目が原則 1 科目の場合は、4 年次の「看護学総合実習」
　　の履修を認める。
１. 感染症（疑い含む）や自然災害、忌引きや施設側の事情による実習中止で実習不合格となった場合
２. 実習施設が確保できない等の理由で、当該年度に補習実習が実施できなかった場合





則第 3条の選考基準を満たしているもの。またGPAは、2.5 以上が望ましい。

４月
４月
10～11月
12月
２月（下旬）～３月（上旬）
３月（中旬）～

選考の概要について説明
選考の概要について説明
選考の詳細について説明
「保健師選択コース志望申請書」を事務室（学務課）にて受付
保健師選択コース履修者選考
保健師選択コース履修許可者発表

①選考検定料は徴収しません。納付金については、P.59 を参照してください。
②

③

2017 年度以前入学生



550 以上

入学前
（3月）
①　コース履修申請書を提出する。
　提出書類：「多言語医療支援コース履修申請書」
　　　　　　「英語能力資格取得に関する証明書」

1年次
（4月～）
①　多言語医療支援コースの履修認定を受ける。
②　１年次科目を履修する。
　　コース履修に必要な科目（表１）を履修し、単位を修得する。
③ 　外部検定試験※1を受験する。

GTEC　 Basic ／ GTEC　Advanced ／ GTEC　CBT　960 以上

※1  外部検定試験：Preliminary English Test (PET)　ケンブリッジ英語力検定試験
5つのレベル（基礎・初級・中級・上級・最上級）のうち、初級レベル（TOEICで約630点、
TOEFLで約480点レベル 簡単な日常会話に参加できるレベルの英語力があるかどうかを
測定）のテスト

「多言語医療支援コース」履修申請・選考・修了までの流れ



（2月～3月）
④　2年次からのコース履修申請書（継続）を提出する。
　提出書類：「多言語医療支援コース履修申請書（2年次継続）」
　　　　　　「外部検定試験のスコア表」
⑤　2年次からのコース履修者選抜結果を確認する。
　　外部検定試験結果と1年次の特定科目※2  の年間 GPAで10 名の履修者を選抜

2年次
（4月～）
①　2年次科目を履修する。
　　2年次開講のコース履修に必要な科目（表１）を履修し、単位を修得する。

3、4年次
①　福岡女学院大学国際キャリア学部（南区曰佐）で開講される科目を履修する。

修了要件
　　以下の要件を満たした者には、卒業時にコースの修了証書を発行します。
　　・コースに必要な科目（表 1）の単位をすべて修得していること。
　　・「日本医学英語検定試験 3 級」または、「TOPEC看護英語試験 合格」を卒業年次までに
　　　取得していること。（※3年次に受験することを推奨します。）

３）コース履修にかかる費用（自己負担）
　１）外部検定試験受験料　¥11,800
　２）日本医学英語検定試験受験料またはTOPEC看護英語試験受験料
　　  ①日本医学英語検定試験　¥7,500
　　  ②TOPEC看護英語試験　¥5,000および大阪までの往復交通費
　３）その他（曰佐キャンパスへの交通費等）　実費負担

４）必修科目の単位認定について
　　多言語医療支援コースを希望し、入学時において上記の＜コース申請の要件＞を満たした者は、
　　1年次必修「Practical EnglishⅠ」「Practical EnglishⅡ」の単位を認定 ( 評価 N)とする。
　　上記科目の認定を受けた者が、1年次の途中でコースを辞退する場合は、別途履修指導を行います。

5）「多言語医療支援コース」履修について
　　多言語医療支援コースの履修が許可された学生が履修しなければならない授業科目は
　　表１、読み替えについては表２のとおりです。

※2  １年次特定科目：「専門基礎」「専門科目Ⅰ」「専門科目Ⅱ」の必修科目「医療英語Ⅰ」「医療英語Ⅱ」
GPA（Grade Point Average）:本学において全体的な学力を評価する指標



＜本学開講科目と国際キャリア学部開講科目の読み替え表（例）＞

看護大学開講授業科目 履修年次 国際キャリア学部開講授業科目

※1の科目については表 2のように読み替えを行う。

＜注意事項＞
①国際キャリア学部での開講科目はコース履修学生のみ履修可能
②国際キャリア学部で開講している上記 4 科目の「履修年次」は本学コース履修学生が履修するに望まし
　いと考える学年（国際キャリア学部の開講学年とは異なります）

科目名称 単位 履修年次 開講期 備考

単位

医療英語Ⅰ（人体・症状・疾病）
医療英語Ⅱ（診察・処置）　
English for Nursing Ⅰ（情報収集）
English for Nursing Ⅱ（アセスメント）
English for Nursing Ⅲ（入院時のサポート）
Cross-cultural Health Practices
Intermediate Speaking
English Discussion 
English Communication
Intercultural Communication

Intermediate Speaking
English Discussion
English Communication
Intercultural Communication

Communication Skills Ⅰ　
Intercultural Communication　
Communication Skills Ⅱ
Communication Strategy

2
2
2
2

3 年
3 年
4 年
4 年

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1 年
1 年
2 年
2 年
3 年
4 年
3 年
3年
4年
4年

前期
後期
前期
前期
前期
後期
前期
前期
後期
後期

※1

※1

※1

※1

45

47





　追試験の許可を受けた者は、指定された日時までに追試験受験料の振り込みを行ってください。

　再試験の手続きを行った者は、指定された日時までに再試験受験料の振り込みを行ってください。

手続きを怠った場合は、再試験を受けることはできません。





成績発表・成績評価の開示および保護者宛成績通知について

※成績順位は年に一回、学生に直接配布します。配布日時は別途通知します。

成績通知書（評価）

成績開示期間は



※大学休暇、機器メンテナンス、故障、その他の事情等により予定の交付日に発行できない場合があります。

※各種届・願書類は捺印が必要なものがあります。
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エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱
痘そう（天然痘）・南米出血熱・ペスト
マールブルグ病・ラッサ熱・
急性灰白髄炎（ポリオ）・ジフテリア
重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウイルス）
鳥インフルエンザ（H５N１）
鳥インフルエンザ（H７N９）
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症・新感染症



交通機関



※ オフィスアワーの時間はホームページで確認してください。

　学務課に届けられた拾得物は事務室前の落とし物コーナーに展示しています。拾得から3ヵ月以上経過した

ものは処分します。なお、記名のもの、現金、貴重品類は事務室で保管している場合があります。



　海外への渡航が決まったら、速やかに提出して下さい。渡航の 3週間前には必ず提出してください。



※4年次には、委託徴収金として下記の卒業積立金（卒業アルバム等）及び同窓会入会金等を徴収する予定です。
　卒業アルバム代　　16,300 円（4年次後期・2019年度参考）　　同窓会入会金　 3,000 円（4年次前期）
　卒業パーティー代　13,000 円（4年次後期）　　　　　　　　  同窓会会費　　24,000 円（4年次前期・後期12,000円ずつ）
　卒業記念品代　　　 1,000 円（4年次後期）
※保健師選択コース受講者は、別途実習費（受講料）を徴収します。詳細につきましては、説明会にてお知らせします。
※2019 年度入学生：在学期間中は特別な措置は行わず、休学時を除いて上記学費等納付金を徴収します。
※2018 年度以前の入学生：進級しなかった場合および修業年限を超える場合の学費については、事務室学務課へ
　お問い合わせください。
※卒業アルバム代は変更となる可能性があります。



60



感染症に関するセルフケアファイルを参照してください。



2 月までに予防接



配布する感染症に関するセルフケアファイルを参照してください。

【学生保険】
　本学では、学生の皆さんが安心して学生生活を送ることができるように、学校管理下（登下校時を含む）

での傷害事故や賠償事故に対応する（財）日本国際教育支援協会の「学生教育研究災害傷害保険（略称

　学研災）」と「学研災付付帯賠償責任保険（略称　付帯賠責）」に１年生全員に加入（保険期間：４年間）

していただきます。補償内容等詳細については、入学時に配付したパンフレットを参照してください。

相談窓口は学務課となっています。

　また、臨地実習が始まる２年生からは、前述の保険に加え、実習中の様々な賠償責任等のリスクに対

応できる保険として（一社）日本看護学校協議会共済会の総合補償制度「Will 学生用」に加入すること

を推奨しています。（2020 年度入学生より）

※2019 年度以前の入学生については、従来通り「Will」に加入となります。Will の補償内容等詳細につ

いては、オリエンテーション時に配付するパンフレットを参照してください。

【遠隔地被扶養者保険証】
　自宅通学以外の学生で、自分用の保険証を持っていない人は「遠隔地被扶養者保険証」を必ず準備し

てください。この保険証がないと病気やケガをした際に、医療費が全額負担となります。

　「遠隔地被扶養者保険証」は、在学証明書及び住民票を扶養者の方が加入する保険機関に提出して交付

を受けることが出来ます。



　学内外の集会や運動に参加する場合は、届出書類に必要事項を記入し、学務課へ提出してください。

届出がない場合は、事故や被災しても大学が加入している学生保険の対象となりません。

講義室・2号館・3号館・講堂の使用について

※3号館については、3号館の使用ルールに従ってください。（P.75 参照）



祝
日曜日・祝日の課外活動は原則として認めません。

クラブ部室（場所 P.87）を使用する場合は下記の注意事項を厳守してください。

　本学では、学生の自主活動のひとつとして、後援会からの支援を受け様々なクラブ、同好会の活動を

行っています。運動系のクラブだけでなく、看護に関わるボランティア活動を行うクラブもあり、学内

だけでなく、学外でも活発に活動を行っています。仲間を募って自分で新たなクラブ（同好会）を設立

することもできます。



【学生への伝達】



（飲食について）

（マナーについて）

大学内では飲食が可能な場所を下記のとおりとしています。許可された施設以外での飲食は禁止です。



してください。

ください。

（原付バイク・自転車について）

【通学について】

してください。

行うこと。

（P.69)

ください。

　学生の自動車による通学は全面禁止となっています。通学路の一部で自動車を使用することも禁止です。

　学内乗り入れ禁止のため、学校周辺の団地や商店街、病院の駐車場に駐車したり、路上に違法及び迷

惑駐車をすることは絶対にやめてください。そのような場合は、駐車違反として警察に通報され、レッ

カー移動されます。レッカー移動されても大学では一切の責任を負いません。また、そのような違法駐

車の車を発見した場合は、学生証の提示を求め、厳重に処罰します。

　特に福岡東医療センターは本学と連携した病院で実習施設でもあります。そのことを十分理解してお

いてください。



車屋

・自分自身や周りにいる人で、死傷者がいないか確認しましょう。
・一緒にいる友人等が事故に巻き込まれた場合等は、すぐに救急車を呼ぶなど、状況に応じて適切に
対応しましょう。（119 番通報の報告内容→いつ、どこで、何をしていて、誰の、体のどこが、どうなっ
たか）

・意識がない場合にはむやみに動かさないでください。また、軽傷の場合でも病院まで付き添い、診
察を受けてもらいましょう。

・二次的な事故を防ぐため、事故車両を交通の妨げとならない安全な場所に移動させましょう。

　自転車は道路交通法上「車両」に含まれています。気軽に乗れることからつい忘れがちですが、交通ルー
ルとマナーを守り安全に配慮した乗り方が大切です。また、JR 古賀駅から大学までの自転車の通学路を
定めていますので、交通ルールとマナーを守って通行してください（下記地図参照）。

（公共交通機関乗車マナー）

●並進（自転車の並走）（2万円以下の罰金又は科料）
●スマートフォンや傘を差しての片手運転（5万円以下の罰金）
●二人乗り（2万円以下の罰金又は科料）
●夜間の無灯火運転（5万円以下の罰金）
●酒酔い運転（5年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金）
●信号無視・一時不停止（3か月以下の懲役又は 5万円以下の罰金）



・事故の大小にかかわらず、必ず警察へ事故の届け出をしてください。（届け出は義務です）

・大学では、全員、学生保険に加入しています。学校管理下（通学途中、実習中、課外活動中等）の

事故であれば、様々な補償が適応される場合があります。学校へ事故の届け出を速やかに行ってく

ださい。 ※治療費や修理費の請求には、領収書や診断書が必要です。

・警察への連絡事項（下記表の項目）を確認しましょう。



乱用は

　夜間に一人で帰宅する際は、暗くて通りの少ない道路は避け、周囲を見回すなど警戒をしましょう。
また、アパート・マンションで一人暮らしをする場合、戸締りなど防犯には十分気を付けましょう。い
たずら電話にも軽率に応じない態度が必要です。学友会では防犯ブザーの貸し出しをしています。
　また福岡県警察署の「ふっけい安心メール（https://www.anzen-fukuoka.jp/an2net/）」に登録するこ
とで、事件や不審者情報などの地域の安全に関する情報が配信されますので、利用してください。





1 号館

　1 号館には 6 つ講義室と 13 のゼミ室、パソコンを使って自習等を行うことができる自己学習室があり
ます。校舎西側 1 階奥に位置する講堂は日頃の講義だけではなく毎日のチャペル、講演会等の様々な行
事にも使用されます。本学では、自己学習の場所を図書館、自己学習室、カフェテリアとし、20 時（カフェ
テリアは18：30）まで使用可能です。自己学習室は上記3箇所のみとし、下記の講義室を施錠します。なお、
全講義室において飲食は禁止です。

１. 施錠箇所：101、201、202、203、301、302　各講義室
２. 施錠時間：18：30（5 限終了後） ～翌朝 7：30

　1 号館への入室は、平日（月～金）8：30～20：00 まで、土曜日は図書館が開館している午前中のみとし、
2階以上およびロッカー室へ入室することはできません。なお、2号館・3号館へは土日祝日は入れません。





3 号館

2 号館

授業で使用以外は、事前に申請をし、許可を得たうえで利用することができます。
〇利用手続きについて
　利用申請書を事務室で受け取り、受付期間（利用日の 2ヶ月前～利用日前日 17：00）に申請手続き
　を学務課にて行うこと。　※クラブ活動の利用については顧問の捺印が必要
〇利用時間
　平日　9時 00 分から 19 時 30 分（20 時 00 分までに退出すること）
　（土日、祝祭日、大学閉館時は原則利用不可）
〇物品の利用（貸出）について
　体育用具の利用を希望する場合は、利用申請書の裏面「3号館物品貸出リスト」に記入すること。（体
　育物品は3号館以外で使用することはできない）
〇貴重品について
　3号館はロッカーがないため、貴重品は個人の責任で管理すること。
〇履物について
　アリーナ、多目的室では、必ず体育館シューズ等室内履きを利用すること。ヒールのようなかかとの
　ある履物での入室は禁止。脱いだ靴は各自で管理すること（袋に入れるなど紛失に注意する）。
〇飲食について
　館内は飲食厳禁。但し、下記事項を遵守の上、水分補給としての飲水のみ可。
　①水筒、ペットボトル等蓋（キャップ）つきのものに限る。
　②水滴等で床が濡れた場合は、速やかにふきあげ、事故防止に努める。
　③授業中においては、科目担当者の指示に従う。
〇使用後について
　使用後は、使用した物品の後片付け、清掃を行うこと。
　退出する前に使用した窓の施錠・電気の消灯・エアコンの停止を確認し、退出すること。
〇破損・損害賠償について
　使用者がその責めに帰すべき事由により施設、設備又は備品等を破損、汚損又は紛失した場合には、
　速やかに学務課に届け出るとともに、本学の指示に従い、現状に回復し、当該破損又は紛失等に係る
　損害を賠償する必要がある。

　2号館の 1階に位置し座席数は約 250 席あります。
◯営業時間
　食堂：11：00～14：00　　パン販売：11：00～14：00　　売店：8：45～18：30
　土曜日、日曜日は営業しません。但し、長期休暇中の営業時間帯については別途掲示します。

アリーナ・多目的室・シャワー室 ( 更衣室 )
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就学・就労









相談窓口メールアドレス：Kh_soudan@fukujo.ac.jp

教養領域教員（金田　俊郎）
看護系領域教員（渡辺　まゆみ）
事務系職員（福原　香織）

相談は、上記 3名の相談員から自由に選ぶことができます。

2020年度ハラスメント相談員：
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・いつ

・脅迫



図1





・就学・就労上で必要な情報を故意に与えない、もしくはそれらに支障が出るほどに指示を遅らせる。
・明らかに多量な課題を客観的に不可能と思われる期間で行うよう強要する。



　学校法人福岡女学院では、「個人情報保護法」に基づいて個人情報保護のために必要な措置をとって

おります。

　福岡女学院看護大学（以下、「本学」といいます）では、学生の皆様ならびに保護者・保証人の皆様

の個人情報を取り扱う際には、個人情報保護法及び関連規則等に則り個人情報を取り扱うと共に、学生

本人や関係者の皆様のプライバシーに十分配慮いたします。

　また、個人情報の取り扱いについてご不明な点がありましたら、後述の窓口までご相談下さい。

　入学願書出願時、入学時、在籍中に入手いたしました学生の皆様ならびに保護者・保証人の皆様の個

人情報につきましては、以下の目的にのみ利用いたします。

　また、利用目的の変更が生じる場合には、その内容に応じてウェブサイト等で公表または学生本人に

通知いたします。当初の目的を超える利用については、皆様の同意を得ることといたします。

１．本学における個人情報の利用目的について

学生本人の確認（学籍管理、学籍異動管理、健康管理、奨学金管理等）

履修登録、成績管理、授業運営

大学、大学院等の学内進学・転学、卒業後の進路に関する情報管理

学生証、各種証明書の発行

学費情報管理、口座情報管理

学生生活・課外活動支援

就職関係情報の作成、管理

学内施設・設備の利用管理、防犯カメラの設置による映像情報管理

図書館利用情報管理

成績通知書及び履修状況の保護者・保証人等への送付

保護者・保証人等との成績、履修相談

大学の広報誌、催し物案内、募金依頼関係の案内

卒業後の各種案内送付

各種名簿の作成および利用（本学の教育活動を目的とする利用に限る）

学内掲示板における告知、連絡（原則として学部・学科・学年・氏名情報の掲示等）

本学における教育政策の策定（入試広報戦略、学科編成、カリキュラム検討、進路就職対策）

自己点検・評価、第三者評価、各種補助金申請及び各種統計調査に係る業務遂行の支援

個々の学生の学修成果など教育機能についての調査分析及びこれに基づく学生の個別指導

個別学生の学修成果に基づく調査分析結果に基づく本学における教育改善諸施策の立案、施策　

の実行、検証、未来予測等の諸活動（インスティテューショナル・リサーチ、略称 IR）

「福岡女学院後援会」「福岡女学院同窓会」「㈱ミッションサポート」への必要情報の提供

その他、本学及び本法人の管理・運営にかかわる業務において必要な事項の処理

個人情報の取り扱いについて
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２．本学の関係団体における個人情報の取り扱いについて

　本学には、学生生活の充実や本学の発展に寄与している以下の関係団体があります。本学は個人情報

の取り扱いに関する十分な指導の下に、これらの団体が以下の目的に個人情報を利用することを認め、

本学の個人情報を提供しています。

「福岡女学院後援会」は、すべての学生の保護者・保証人から構成され、学生の勉学、文化・スポー

ツ活動を支援しております。

利用目的：後援会活動に必要な連絡、通知、各種行事の案内等

「福岡女学院同窓会」は、本学院卒業生の団体として全国規模で活発に活動しております。

利用目的：同総会活動に必要な連絡、通知、各種行事の案内等

「㈱ミッションサポート」は、学院が全額出資する子会社です。本学の諸活動や業務をサポートして

おります。また、学生に対しての独自のサービス提供を行っております。

利用目的：本学が委託した事業、事務において必要な範囲での情報の利用、及び㈱ミッションサポー

トの事業に関する学生への各種案内等

その他、上記１．に記載する利用目的の達成に必要な範囲において、学院の個人情報保護規程（第

６条第２項等）に基づき、「個人情報の保護に関する法律第 23 条第１項」に該当する場合や提供

先が第三者に該当しない場合（共同利用，業務委託等）、個人情報保護法及び関連する規則・ガイ

ドラインに基づく適切な対応をした上で、学外の諸機関等への提供を行う場合があります。

　 【相談窓口】

　　　 福岡女学院看護大学　学務課学生係

　　　 住所：〒811-3113 福岡県古賀市千鳥１丁目１－７

　　　 電話番号：092-943-4174

86

（１）

（２）

（３）

（４）



2 号館1号館

87

3 号館



進路就職
資料コーナー

レポートBOX

落とし物
コーナー

コピー機

多目的ルーム
～オリーブ～
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89



コピー機

ピ
ア
ノ

自販機
コーナー



91



倉庫１ 倉庫2

ステージ

アリーナ

倉庫４

倉庫3

自販機 多目的
トイレ

更衣室

ボンベ庫

ホール廊下

多目的室洗面コーナー

女子トイレ
女子シャワー室
（更衣室）

ピロティ

3号館
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4　 学生が年間に履修できる単位数には上限を定める。

ただし、所定の単位を優れた成績をもって修得した学

生については、上限を超えて履修の登録を認めること

がある。

5　 前項の上限単位数は、別に定める。

6　 前項に定める上限単位数について、大学が教育上適

当と認める場合は、履修上限単位数を超えて履修する

ことを認めることがある。

最終改正　2020（令和 2）年2月27日
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附　則　5

1　 この規程は、2018（平 30）年 4月 1日から施行する。

2　 この規程は、2018年度入学者から適用し、2017年度

以前の入学者については、なお従前の例による。

附　則　6

1　 この規程は、2020（令 2）年 4月 1日から施行する。

2　 この規程の第5条4項～6項については、2020年度入

学者から適用し、2019年度以前の入学者については、

なお従前の例による。
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AA C
A D
B

4
3
2

1
0
0F

3年次後期に開講される実習科目において、すべて
の単位を修得していること。ただし、別途定める
条件により、不合格となった実習科目が原則 1 科
目の場合は、その限りではない。
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最終改正　2020（令和 2）年2月27日



 GPA

附　則　11

（施行期日）

1　 この運用細則は、2020（令2）年4月1日から施行する。

（適用区分）

2　この運用細則 第 2 条の 2 項（4）号は、2018 年度入

　学者から適用し、2017 年度以前の入学者については、

　なお従前の例による。

3　 この運用細則 第 7 条の 1 項（3）号は、2018 年度入

　学者から適用する。

（3）卒業年次までに本学が指定する医療・看護に関する

外部検定試験の資格を取得していること。
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